
令和５年度 第２回古賀市国民健康保険運営協議会議事録 

 

 

【会議の名称】 令和５年度第２回古賀市国民健康保険運営協議会 

 

【日時・場所】 令和５年１２月１５日（金） １９：００～２０：００ 

古賀市役所第２庁舎５階５０１会議室 

 

【主な議題】  （１）令和４年度決算について 

（２）国民健康保険税に関する検討事項について 

（３）次期古賀市国保データヘルス計画の策定について  

 

【傍聴者数】  ０人 

 

【出席委員】  竹村文男会長、芝尾郁恵会長代理、竹下文隆委員、武市尚久委員、 

藤本芳博委員、三輪敏委員、永嶋恵美委員 

        （欠席委員：矢野洋子委員、中野恵里子委員） 

 

【事務局】   市民部長（柴田）、市民国保課長（中村）、国保係長（前田）、国保係（福原）、

健康介護課長（松尾）、健診指導係長（斉藤）健診指導係（力丸） 

        （庶務担当部署：市民国保課） 

 

【配布資料】  ・令和４年度決算（国民健康保険特別会計） 

・年度別決算収支・基金の状況 

・市国民健康保険税率の推移 

・「市税率」と「県が示す標準保険税率」の比較 

・市国保の収支状況 

・国民健康保険財政の仕組み 

・今後の国保税に関する検討 

・第３期古賀市国民健康保険 保健事業実施計画策定に向けて 



【会議の内容】 

 

１．開会 

 

 

２．会長あいさつ 

 

 

３．議事 

（１）令和４年度決算について 

 

（２）国民健康保険税に関する検討事項について 

   ・市国保の状況等 

   ・今後の国保税に関する検討 

    （資料説明：国保係長） 

  

竹村会長：新型コロナウイルス感染症が落ち着いたことにより一時下がっていた受診率の回復、

新薬の承認による薬価上昇などを受け医療費が上昇しており、令和３年まで順調に

積み上げてきた基金が４年度、５年度では取り崩しが生じる状況である。また、国

民健康保険加入者は減少しており、収支バランスを取るのが難しい。  

できるだけ応能割、応益割の差を縮めたいという思いはあるが、限られた情報の中

で答申を出すのは難しいと感じている。そのため今日は国民健康保険の財政状況を

把握するための現状認識の場としたいので、事務局の説明等に対し疑問点等あれば

質問してもらいたい。 

 

藤本委員：一市町村で対応できるのか。県の担当課の意向やタイムスケジュールが示されるこ

とはないのか。県が市町村ごとの収支等を把握していると思うので、それを踏まえ

てガイドラインを示し、各市町村の状況に応じたアドバイスがあれば話が進むので

はと考える。 

 

 竹村会長：もともと国民健康保険は市町村単位で運営しており、各市町村に裁量権があった。 

      現在は県も保険者となっているが、各市町村国保の責任は市にある。最終的に県か

ら負担金が示されるのを踏まえて協議会で協議する必要がある。 

 

 芝尾委員：事務局が出した案はこれまでの協議会の内容を反映し整理されたものである。今回

は答申を出すわけではないため、この内容を来年度の協議会へ申し送りするという

方向でよいのではないか。 

 



 竹村会長：国保を取り巻く環境は非常に変化している。今後国保の被保険者が増えるようなこ

とは見込まれないため、判断が難しい時代といえる。１回の説明ですべてを理解す

ることは難しいと思うが、協議会としての責任は果たしたいと考えているため、委

員の皆さんにも積極的に意見を募りたい。特に被保険者代表委員の意見は尊重した

いと考えている。 

  

 永嶋委員：国保制度の仕組みはわかるが、国保財政、収支に関することは確かに難しい内容だ

と思う。自身も国保加入者として収入が上がると税額も上がるという事実にも直面

している。相互扶助や保険の重要性は理解しているが、この協議会の議題も最終的

に税率を上げることを前提としているように感じる。 

      今回説明された国保財政の収支報告を見て、民間企業であればまずコストカットの

努力をするところだと感じた。人件費や事務費等、削減できる部分がないのか。税

額を上げないための努力をし、その内容を開示した上で税率を上げるということで

あれば理解も得られるのではないか。 

 

 竹村会長：民間感覚でのコストバランスは理解するが、国民健康保険は法律に則って運営して

いる。古賀市ではデータヘルス計画を立て、重症化を防ぐ努力をすることでコスト

削減を図っている。 

 

 市事務局：ご指摘のあった収支報告書内の「その他」の項目については、年度によってシステ

ム改修費が必要になるなどの理由から変動するが、国からの支出や一般会計繰入金

からの支出で賄うため、国民健康保険税がこの支出に充てられているわけではない。

ただし、いずれにせよ税金であることには変わりがないため、経費削減の意識を持

って国保運営に当たりたい。 

      また、「今後の国保税率改定の考え方の整理（案）」の資料については、今回協議い

ただいた内容を踏まえた上での案として次回の運営協議会の際に改めてお示しさせ

ていただきたい。 

 

（３）次期古賀市国保データヘルス計画の策定について  

   （資料説明：健康介護課） 

 

 

４．その他 

 

 

５．閉会 

 


